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お茶まつり開催業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務等の概要 

⑴ 件名 お茶まつり開催業務 

⑵ 目的 宇部市の特産品であるお茶の魅力を市内外に発信し、お茶の消費拡大に寄与する 

     ことを目的に、令和８年５月６日（水祝）に実施するお茶まつりの企画・運営を 

     行う。 

⑶ 業務内容 お茶まつり開催業務仕様書のとおり 

⑷ 実施場所 宇部市 

⑸ 実施期間 令和８年４月１日（水）から令和８年６月３０日（火）まで 

 

２ 業務に要する費用（事業費限度額） 

２，９００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ただし、この額は本業務契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すものであ

り、本業務に係る見積書を提出する際には、予定価格を改めて設定する。 

 

３ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

① 法人であること。（複数の団体により構成される共同企業体による応募も可とする。） 

② 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。 

③ 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更正手続

き又は再生手続きを行っている者でないこと。 

④ 企画提案書等の提出の日から契約締結までの間において、本市からの指名停止又は入札参加資格

停止の措置を受けていない、又は受けることが明らかではないこと。 

⑤ 本市税及び国税を滞納していないこと。 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を

行う者でないこと。 

⑦ 政治団体又は宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

 

４ 募集スケジュール 

⑴ 公募開始日              令和８年１月２７日（火） 

⑵ 質問書の提出期限           令和８年２月 ２日（月） 

⑶ 質問書に対する回答期限        令和８年２月５日（木） 

⑷ 参加表明書の提出期限         令和８年２月６日（金）１７時（必着） 

⑸ 企画提案書の提出期限         令和８年２月１６日（月）１７時（必着） 

⑹ プレゼンテーション審査        令和８年２月２４日（火）予定 

⑺ 選定結果通知・業務内容協議      令和８年３月 ３日（火）予定 

⑻ 契約締結               令和８年４月 １日（水） 
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５ 参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出すること。 

⑴ 提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 会社概要書（様式２） 

ウ 業務実施体制表（様式３） 

エ 参考見積書（任意様式） 

オ 誓約書（様式４） 

カ 法人等の国税・県税・市税の滞納がないことを証する証明書（発行から１ヶ月以内のもの：

コピー可） 

⑵ 提出期限 令和８年２月６日（金）１７時まで（必着） 

⑶ 提出方法 郵送または持参又は電子メールで提出すること。 

⑷ 提出先  「１２ 担当部署」宛に提出すること。 

 

６ 参加資格審査結果通知書の交付及び企画提案書の提出 

参加表明書を提出した者に対し、担当部署が「３ 参加資格要件」に基づき審査を行い、参加資

格審査結果通知書をメールで通知する。 

参加資格を満たした者は、次のとおり企画提案書を提出すること。 

⑵  提出書類 企画提案書（任意様式） 

⑵ 提出期限 令和８年２月１６日（月）１７時まで（必着） 

⑶ 提出方法 郵送または持参 

⑷ 提出先  「１２ 担当部署」宛に提出すること。 

⑸ 提出部数 正本１部、副本６部（正本がカラー印刷の場合は、副本もカラー印刷とするこ

と。） 

⑹  参加辞退について 

参加表明書提出後にプロポーザル参加を辞退する場合は、令和８年２月１６日（月）までに参

加辞退届（様式５）を提出すること。なお、その場合においても、今後の指名等について不利益

な取扱いを受けることはない。 

また、参加資格を満たしていないと判断した者に対しては、その理由を付して通知するものと

する。この場合において、参加資格を満たしていないと判断された者は、通知日から令和８年２

月１６日（月）の期間に、その理由についての説明を求めることができる。 

 

７ 公募に対する質問の受付及び回答 

本プロポーザルに対する質問は、次の方法で提出すること。 

⑴ 提出期限 令和８年２月２日（月） 

⑵ 提出方法 質問票（様式５）により、電子メールで提出すること。 

⑶ 提出先  「１２ 担当部署」宛に提出すること。 

⑷ 回答方法 電子メールにより回答するほか、回答内容を宇部市ウェブサイトに公開する。 
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８ 審査及び受託候補者の選定 

受託候補者は、お茶まつり開催業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）に

よる審査で選定するものとする。 

⑴ 審査方法 

提出書類及びプレゼンテーションを対象に、総合的に審査を実施する。 

なお、参加申込み事業者が１者の場合であっても審査を実施する。 

⑵ 時間及び会場等 

参加事業者に個別に通知する。 

⑶ 審査実施日 

令和８年２月２４日（火）（予定） 

⑷ 所要時間（企画提案者１者あたり） 

  ・準備         ５分 

   ・プレゼンテーション ２０分    計４０分 

   ・質疑応答      １５分 

⑸ 選定方法 

別表評価基準に基づき各審査員の評価点を合計し、選定委員会の合議のうえ、総合得点が平均

６０点以上の企画提案書の中から、総合得点の最も高い提案をした者を受託候補者、次点者を

次点候補者に選定する。 

⑹ 審査結果の通知 

審査結果及び候補者の選定については、参加事業者に通知するとともに、市ウェブサイトに掲

載する。 

 

９ 受託候補者との協議及び契約締結 

⑴ 受託候補者との契約にあたっては、企画提案書等に記載された項目に基づき、細部にわたり本

市と協議し、仕様書の内容を定め、その仕様書に基づく見積書を徴収し、地方自治法施行令第１

６７条の２第１項第２号に定める随意契約により契約を締結することを原則とする。 

⑵ プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容をもって契約するとは限らないことに

留意すること。 

⑶ 受託候補者と何らかの理由により契約を締結できなかった場合、次点者と契約交渉を行うこと

とする。 

※ ただし、本契約は令和８年３月議会での令和８年度予算成立が前提となるため、議決結果によっ

ては、業務の見直しや事業費限度額の変更、又は業務を中止する可能性がある。この場合におい

て、本市は一切の責任を負いません。 
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１０ 失格事項 

参加事業者が次のいずれかに該当する場合は、当該事業者を失格とする。 

⑴ 参加資格要件を満たさなかった場合 

⑵ 企画提案書が提出期限までに提出されなかった場合 

⑶ 企画提案書に虚偽の記載があった場合 

⑷ プレゼンテーションに参加しなかった場合 

⑸ 選定の公平性を害する行為があった場合 

⑹ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１１ 業務実施上の注意点 

⑴ １に掲げる業務の受託者は、本業務を統括する責任者を１名配置すること。 

⑵ 統括責任者は、必要に応じ、市及び関係機関との連絡調整・打ち合わせ等を行うとともに、事

業管理を行うこと。 

⑶ 業務実施上でトラブルが発生した場合、統括責任者は市と連携のうえ、速やかに問題解決を図

ること。 

 

１２ 担当部署 

宇部市 産業経済部 農業振興課 

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号 

TEL：0836-34-8564 FAX：0836-22-6013 

メールアドレス：noushin@city.ube.yamaguchi.jp 

 

１３ その他 

⑴ プロポーザルに要する経費及び企画提案書等提出に係る費用については、すべて参加事業者の

負担とする。 

⑵ 提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は、原則として認めない。 

⑶ プロポーザルに係る全ての提出書類は返却しない。 

⑷ 応募書類については、候補者の選定のために使用するものとするが、宇部市情報公開条例の規

定による請求があったときは、第三者に開示する場合がある。 
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（別表） 

 

宇部市お茶まつり開催業務委託にかかる 

公募型プロポーザル 評価基準 

 

評価項目 詳細・着眼点 配点 

１ 企業評価（配点：２０） 

実施体制 
実施体制・管理責任者が明確にされ、適切な人員配置が

行われているか。 
10 

類似業務実績 過去に類似業務の実績を有しているか。 10 

２ 企画提案評価（配点：７０） 

業務工程 
適切な業務工程と役割分担が具体的に提案され、それら

が実施可能であるか。 
10 

企画・運営 
多くの集客が見込める実現性の高い企画提案内容である

か。 
30 

効果期待 お茶の振興についての効果が期待できるか。 15 

独自性 まつりの実施に向けた提案に独自性があるか。 15 

３ 経費見積金額（配点：１０） 

経費見積金額 
見積金額について、積算が妥当で、費用対効果が見込め

るか。 
10 

※評価点は、各審査員の合計点数の平均点とする。 

 


